
特 記 仕 様 書 

 

１ 業務概要 

 (1)  業務名 

 令和８年度から令和 10 年度までにおける反射式道路標識保守業務（第４ブロック） 

 (2)  履行場所 

 福山東警察署、福山西警察署、福山北警察署、尾道警察署及び府中警察署管轄区域内 

 (3)  履行期間 

令和８年４月１日から令和 11 年３月 31 日 

 (4) 業務仕様 

ア 本仕様書に記載されていない事項は、反射式道路標識保守業務仕様書（令和８年度から令

和 10 年度）（以下「共通仕様書」という。）による。 

イ 本仕様書と共通仕様書に定めがない事項は、警察本部又は警察署等監督職員と協議する。 

ウ 点検・保守が困難な部分等の対応については、事前に監督職員と協議する。 

２ 対象施設等 

 (1) ブロック内対象施設保有数等 

ア 令和８年度（福山西警察署及び福山北警察署管轄区域内） 

区   分 本  数 枚  数 要補修標識本数 簡易作業本数 

路上式道路標識 343 本 711 枚 17 本 11 本 

路側式道路標識 8,449 本 11,313 枚 671 本 231 本 

イ 令和９年度（尾道警察署及び府中警察署管轄区域内） 

区   分 本  数 枚  数 要補修標識本数 簡易作業本数 

路上式道路標識 329 本 774 枚 16 本 11 本 

路側式道路標識 8,167 本 10,782 枚 649 本 224 本 

ウ 令和 10 年度（福山東警察署管轄区域内） 

区   分 本  数 枚  数 要補修標識本数 簡易作業本数 

路上式道路標識 476 本 805 枚 23 本 15 本 

路側式道路標識 10,828 本 13,915 枚 861 本 296 本 

※１ 保有数は令和８年１月末現在の数であり、業務における対象施設数として限定せず、ま

た保証しない。（各年度の業務開始時における保有数の増減が 10％以内の場合には受注者

に通知しない。） 

※２ 巡回点検は、各年度、各管轄区域内の対象施設全てについて実施するものとする。 

※３ 要補修標識とは、B・C・D ランクの標識をいう。 

※４ 警察署毎の保有数については別添「反射式標識保有数内訳」のとおり 

 (2) 応急措置業務見込み数（履行期間中の総数） 

区   分 応急措置（撤去、補修） 支障移設（撤去・移設） 

路上式道路標識 ３本          －  

路側式道路標識 35 本 380 本 

※１ 本見込み数は、過去３年間の実績に基づくものであり、業務における対象施設数として

限定せず、保証しない。 

※２ 応急措置業務は保守期間中の応急措置業務は、共通仕様書に定める事項に基づき、該当

する対象施設全てについて実施するものとする。 



別添

本数 枚数 本数 枚数

福山西 156 290 3,965 5,383

福山北 187 421 4,484 5,930

尾道 276 648 5,846 7,817

府中 53 126 2,321 2,965

福山東 476 805 10,828 13,915

合計 1,148 2,290 27,444 36,010
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